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１ 事業継続計画（ＢＣＰ）とは      

 (1) 事業継続計画（ＢＣＰ）とは何か 

 ＢＣＰ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ）とは何か 

 事業継続計画（BCP）とは、潜在的損失による強い影響を受ける認識を行い、実行

可能な継続戦略の策定と実施、事故発生時の事業継続を確実にするための計画であり、

事故発生時に備えて開発、編成、維持されている手順及び情報を文書化した事業継続

の成果物を言います。 
 すなわち、災害や事故等が発生すると被害を受けた組合の運営能力はその時点で急

落し、被害が大きい場合には運営不能な状況に陥ります。その後、時間が経つにつれ

て組合活動は回復して行きますが、必ずしも100％まで回復できるとは限りません。

また、その回復時間が長くなればなるほど、その間守山市民にご迷惑を掛けることに

なります。また、100％の回復は困難になることが考えられます。さらに、回復が不

可能な場合には、組合の解散に追い込まれることが考えられます。 

 従って、事業継続計画は、災害や事故等が発生し、組合運営が一時的に低下した場

合でも、組合にとって中核となる事業（特に上水道施設修繕業務）については、継続

が可能な状況までの低下に抑える（中核事業は継続させる）、また、回復時間をでき

る限り短縮させ、できるだけ早期に組合運営を回復させることにより、市民の安全と

安心を確保し、組合の損失を最小限に抑え、災害や事故等の発生後でも事業を継続さ

せて行くための計画です。  

（ＢＣＰ策定検討委員会ホームページより引用および参考にした） 
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 (2) 事業継続計画（ＢＣＰ）策定の趣旨 

 

 大地震、集中豪雨や洪水等の水害、新型インフルエンザ、テロ等の不測の事態に見

舞われた状況で、当組合は生き残ることができるか。組合員の従業員やその家族を守

れるか。市民からの信頼を維持できるか。守山市管工事業協同組合は、こうした緊急

事態に遭っても、何とかして組合運営を維持・継続しなければなりません。 

 東日本大震災発生以降、防災・減災意識が高まって来ていますが、平成27年９月に

は、栃木県、茨城県、宮城県など関東・東北において河川の堤防が決壊し、甚大な被

害を受け、家屋や尊い多くの人命が失われており、依然として多くの災害が発生して

いるのが現実です。 

 その際、記録的な豪雨、想定外の事態、これまでに経験したことのない雨などと報

道されていますが、こうした災害は起こるべきして発生したと言えます。何故なら、

河川改修など人工的な構造物は、30年とか50年確率などと、一定の基準や予測の元に

設計されており、それ以上の自然現象は、現在生きている我々は経験していないかも

知れませんが、遠い過去には何回も発生しているのも歴史上事実であります。 

 このことから、我が守山市においても将来的には、南海トラフによる巨大地震や野

洲川堤防の決壊による被害は必ず発生すると認識すべきです。そうした災害に備えて、

守山市においても「守山市地域防災計画」が策定され、毎年８月末に「地震災害総合

訓練」が実施されています。守山市管工事業協同組合も守山市上下水道事業所の職員

様と共同で水道復旧訓練に参加し、組合員の一致団結した組織力により、日頃の修繕

業務等による水道復旧作業の技術研鑽の成果を披露しています。また、配管技能講習

会や下水道排水設備研修会等に参加し、技術向上に努めると共に、危機意識は絶えず

保持しているところです。 

 また、組合発足当初より、守山市から受託している「上水道施設修繕業務」及び「水

道量水器取替業務」については、各組合員の経営規模（従業員数、車両・掘削機械等

の保有数等）に格差は有るものの、組合員全員で受け持っています。これは、日頃か

ら全組合員が修繕業務等を施工することにより、災害時には即対応できるよう技術研

鑽に努めるためでもあり、各組合員がそれぞれの能力に応じて復旧作業を分担して実

施することが可能となります。 

 従いまして、当該事業継続計画（ＢＣＰ）は、災害時に即対応できるための水道

復旧や組合存続のためのマニュアルとして策定するものであり、決して特別なもの

ではありません。災害時に組合をどのように続けていくか等、日々の運営の中で考

えていることを、計画として「見える化」し、それが最高意思決定者不在という緊

急時においても、当該ＢＣＰは日々の組合運営の延長にあるものと考えています。 

 なお、社会情勢は刻々と変化している中、当該ＢＣＰもそれに即した計画である

べきであり、必要に応じ見直しを行い改定します。 
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２ 事業継続計画（ＢＣＰ）の基本方針 

 

 (1) 基本方針 

当組合は、以下の基本方針に基づき、行動する。 

チェック 基本方針 

☑ 

 守山市の飲料水確保および応急給水のための応急復旧作業に関し、守山

市から協力を求められる場合にはそれに応じる。 

（上水道施設災害応急復旧作業に関する協定書より抜粋） 

☑  協定に基づく他市町への支援活動、社会的使命を遂行する。 

☑  組合の求心力を向上させる。 

☑  組合の共同事業を早期復旧若しくは継続させる。 

☑  組合員が被災した時、その会社の事業を早期復旧若しくは継続させる。 

☑  組合員が供給責任を果たし、顧客からの信用を守ることを支援する。 

☑  組合員の経営（雇用）を守る。 

☑  商取引上のモラルを守る（独占禁止法を遵守する等）。 

☑  組合の事務所及び組織体制下職員（人命）の安全を守る。 

 

 (2) 重要業務 

当組合は、以下の業務の継続もしくは実施を最優先事項とする。 

チェック 重要業務 

☑  災害時における上下水道の応急復旧作業 

☑ 
 組合員の組合内外における連携支援 

 （組合員間の連携の調整、他の組合との調整 等） 

☑ 
 業界への情報発信 （滋賀県中小企業団体中央会、滋賀県管工事業協同

組合連合会、湖南管工事業組合連絡協議会等の団体との連携） 
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３ 被害想定 

 

 地球温暖化による気候変動の影響は、気温の極端な高温や低温、熱波による死亡

や疾病、海面上昇や高潮による海岸部の洪水、台風の巨大化、異常気象による大水

害や干ばつ等、様々な地球規模の被害が懸念されて来ました。また、日本国内では、

火山活動の活発化や地震災害が発生しています。こうした様々な災害が、単に想定

されているのではなく、現実なものとなりつつあります。前述の「事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）とは」で記載したとおり、近年の災害をかえりみる時、自然がもたらす影響

の大きさは、人間の想像をはるかに超え、自然に対しての人間の無力さを思い知ら

されています。 

 しかしながら、人間には知恵があります。そうした災害を未然に防ぎ、または災

害を最小限に留め、或いは人命だけでも守ることが出来ます。 

 また、私たちは、災害に遭った時には、出来るだけ早期に復旧し、元の生活に戻

ることが出来ます。そのためには、予め災害を予測し被害を想定しておく必要があ

ります。更には、災害復旧の対応を事前に計画し、繰り返しの訓練が必要です。 

 この項では、守山市内で発生しうる被害を想定し、それぞれの立場で災害時の復

旧体制などを計画します。 

 

(1) 守山市管工事業協同組合 

① 住  所 ： 524-0012 守山市播磨田町 1073 番地 

② 組合員数 ： 18 組合員 

③ 設立目的 ： 水道業者が相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な

共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、

かつ、その経済的地位の向上を図るための組合である。 

④ 事業活動 ： 目的を達成するため、組合員の事業に関する経営及び技術の

改善向上、知識の普及を図るための教育及び情報の提供など。 

        具体的には、給水装置工事施工技能者講習会、配管技能講習

会、下水道排水設備工事責任技術者講習会などの開催、参加。

守山市地震災害総合訓練の参加。上水道施設修繕業を市から受

託し、全組合員が対応することで災害応急復旧作業を実施可能

とする。 

 また、啓発事業としては、市民に水道を理解し関心を高めて

頂き、水道事業のさらなる発展に資することを目的として、水

道週間において、当組合も守山市上下水道事業所と共同で啓発

活動を実施している。 
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《 災害時における体制図 》（次の災害対策本部体制図は、ホームページに掲載している。） 
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(2) 守山市 

 守山市では、災害に備えて「防災マップ（平成 24 年改定版）」

を作成している。この「防災マップ」に基づいて、守山市で

の被害の想定をする。 

 

 

① 地震 

 守山市内で起こりうる地震は、琵琶湖西岸断層帯地震（南

部）と南海トラフ巨大地震（東南海・南海地震）が考えられる。その内、南海

トラフ巨大地震の災害を想定する。 

 

 

 

                        （出典：守山市防災マップ） 

  また、守山市内の想定震度は５強である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：震度と揺れ等の状況（概況）-国土交通省気象庁）
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② 液状化 

 震度５強においての守山市内の想定ＰＬ値（液状化指数）が 15 未満で、液

状化になる可能性が低い。 

 （一般的に、ＰＬ値 15 以上が液状化し易いと言われている。） 

 

③ 水害 

 10 年に１度の大雨（170mm/日）を想定した場合の守山市における最大の浸水

は、0.5m 未満（床下浸水程度）。 

 100 年に１度の大雨（529mm/日）を想定した場合の守山市における最大の浸

水は、0.5m 未満（上記の 10 年と同じく床下浸水程度）。 

 

 

 

 

（出典：守山市防災マップ） 

 100 年に１度の大雨（野洲川流域の１日間 350mm/日）時に、仮に野洲川の堤

防が決壊した場合を想定した場合の守山市における最大の浸水は、5.0m 未満。 

 

④ 緊急事態（液状化→液状化地盤変動、 噴火噴石→台風・竜巻：家屋倒壊、交通

障害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事件事故・自然災害
（リスク項目例）

災害発生推定
災害レベル（例）

a.予測
発生頻度

b.災害強度
損害の大きさ

影響度重要度
ａ×ｂ

ＢＣＰ
考慮

東南海・南海地震 振動、建物倒壊、類焼火災、Ｍ５強 2 4 8 ○

液状化 建物倒壊 2 1 2 ×

集中豪雨、洪水 集中豪雨、交通障害 2 1 2 ×

（野洲川堤防決壊） （集中豪雨、交通障害） 1 5 5 △

噴火、噴石 1 1 1 ×

インフルエンザ 組合員の欠勤 2 2 4 ×

ＩＴ　コンピュータ情報 情報流出、ウィルス攻撃 3 1 3 ×
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⑤ 被害想定 

ア 南海トラフ巨大地震（東南海・南海地震） 

 想定震度が５強であることから、被害想定は守山

市内の水道管が破裂や漏水が考えられる。 

 また、震度５強であることから、組合事務所の

建物が倒壊する可能性は極めて低い。 

 液状化および洪水の被害想定も小さく、組合企業

も守山市内にあることから、バイク・自転車あるい

は徒歩でも現場に到達できるものと考えられる。 

 

イ 野洲川堤防の決壊 

 河川改修計画では、100 年に１度くらいの大雨で

も、野洲川の堤防は決壊しない設計になっている。 

 しかしながら、近年の想定外の自然災害や、記

録的な豪雨・経験したことのない豪雨が現実に発

生していること（降雨強度の増大）。 

 更に、現況の野洲川は、暫定河床高である。当初の河川改修計画における

川田町地先の落差工付近の河床高は、琵琶湖基準水位（ＴＰ＋84.371ｍ）と

同じくらいの計画高になっており、現況の河床より２ｍ以上の土砂を浚渫す

る必要があること。かつ、河道両岸に設置してある消波ブロック（通称テト

ラポッド）は、当初の護岸ブロックの保護のためで、経年して安定後に撤去

予定のはずであるが放置したままである（河道断面積の減少）。 

 また、河道部は草木が繁茂し、伐採等の管理をすることなく放置されてい

る（流速に悪影響）。 

 

《上記の図は、国土交通省の水位観測所の野洲川服部大橋（琵琶湖から上流 3.1Km）付近の

野洲川断面図。2017 年 10 月 23 日 2：30 の水位（台風 21 号通過）》（     計画線）
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 このような状況（降雨強度の増大、河道断面積の減少、流速の低下）にお

いては、計画流下能力には到底達していないことは明らかである。 

 従って、近い将来、野洲川堤防の決壊は起こりうると想定すべきであり、

堤防が決壊した場合には、守山市中州学区ではほぼ２階の軒下まで水がつか

る可能性がある。 （出典：次の図は守山市防災マップを引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 落雷による被害（人的被害、施設被害） 

 組合員が作業中において、落雷によって人命に関わる被害を受けることを

想定しておかなければならない。 

 また、落雷などに起因する停電が発生した場合は、施設運営の被害を受け

る。水道会館の停電については、小型発電機により容易に対応できるが、水

源地や配水場などの水道施設の停電については、被害は深刻かつ重大である。 

 守山市は、山が全くない地形であるため、配水池はＧＬに設置しポンプで

圧送している配水形式であるため、自己水である立入水源地と播磨田水源地

における停電時ついては、配水能力は０となる。県水受水の石田配水場と洲

本配水場については、ハイブリット方式で受水・配水しているため、停電に

より配水ポンプが運転不可能となった場合においても、県企業庁の調整池か

ら流下してくる浄水を市管轄の配水管に直接受水できるため、全くの断水と

はならない。近年の県水受水率は、70％程度であるため、停電時は 30％ほ

どは水圧低下となる。 

 なお、水源地および配水場の停電対策としては、２か所の変電所からの受

電形式としており、１か所の変電所の停電時においては、瞬時に別の変電所

から受電できることになっている。また、停電時における県水受水量の調整

も対応可能となっている。 

 そうした状況ではあるが、停電時の対応については、水圧低下や濁水など

の対策は必要である。 
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エ 給配水管の老朽化に伴う漏水修繕対策 

 市が管理している給配水管（給水管は配水管からメーターまでの間をい

う。）については、40 年以上経過している給配水管が存在し、かつ、全ての

給配水管は年々老朽化してくるのは当然の事である。４か所の水源地や配水

場からの配水量と、市民が使用される水量（水道メーター検針水量）を率計

算する有収率は 92％程度であり、年々低下傾向にある。日平均の配水量が

25,500ｍ3とすると、一日約 2,000ｍ3が地下に漏水していることになる。（有

収率については、他市町と比較すると、92％の数値はこれでも良い方である。） 

 今後は、更に老朽化が進み、漏水箇所が増加することとなり、その対策と

しては、市では管路の更新を推進されますが、当組合としては漏水修繕を速

やかに対応できる体制と技術の向上が求められる。 

  

オ 地震災害時の弁操作対策 

 給配水管口径 30mm 以上の仕切弁等の弁操作については、広範囲に断水や濁

水が発生するため、市職員以外は操作しないことになっている。しかし、地

震災害発生時においては、市職員のマンパワー不足により弁操作が遅れ、多

量の漏水による浸水被害等、水道水による二次災害が懸念される。こうした

ことから、当組合員においても給配水管破損修繕時に対応できる弁操作上の

知識の習得と訓練が必要である。   

 

【守山市地震災害総合訓練に参加した時の写真】 

（2018 年８月 26 日（日）吉身小学校グラウンド） 
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⑥ 守山市災害マップ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事件事故・自然災害
（リスク項目例）

災害発生推定
災害レベル（例）

a.予測
発生頻度

b.災害強度
損害の大きさ

影響度重要度
ａ×ｂ

ＢＣＰ
考慮

東南海・南海地震 振動、建物倒壊、類焼火災、Ｍ５強 2 4 8 ○
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事件事故・自然災害
（リスク項目例）

災害発生推定
災害レベル（例）

a.予測
発生頻度

b.災害強度
損害の大きさ

影響度重要度
ａ×ｂ

ＢＣＰ
考慮

（野洲川堤防決壊） （集中豪雨、交通障害） 1 5 5 △
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４ 組合の重要業務継続に係る事前対策 

 

 (1) 組合の重要業務継続に係る事前対策の検討 

組合の重要業務を継続するための事前対策は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 
 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

 組合事務所内の什器や棚
等、設備を固定しているか？ 

☑ はい 
 

  設備を固定する。 

  モノによっては固定しない 
事務局長 実施済み 

□ いいえ 
 

 組合の事務所が被災し、倒
壊した場合に備え、代替の事
務所を決めているか？ 

□ はい 
  市内にある石田配水場や民

間の事務所等の施設を一時的
に借用する。 

 決定後、組合員に連絡をす
る。 

理事会 

被災後 

（災害時に被

災していない

施設の管理

者に交渉） 
☑ いいえ 

 

 

 

【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 
 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

 組合員・職員の安否確認ル
ールの決定や安否確認手段
の確保を行っているか？ 

☑ はい 
 

 組合員・職員側から携帯メー
ルや災害時伝言サービスを使
って組合に連絡するように指示
を行う。 

役員・事務
局長・事務
員 

実施済み 

（随時確認） 
□ いいえ 

 

 緊急時に必要な職員が出
勤できない場合に、代行でき
る職員を育成しているか？ 

☑ はい 
  既に組合 18 社で話し合いが

できている。班ごとで代行できる
ように育成済みである。また、班
長不在時には、副本部長が班
長を代行する。 

理事会 

実施済み 

（役員改選
時に変更） 

□ いいえ 
 

② 経営資源（物）への事前対策 

① 経営資源（人）への事前対策 
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【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 

 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

 組合員の緊急連絡先リスト
を整備しているか？ 

☑ はい 
 

 既に完備されている。 理事会 実施済み 

□ いいえ 
 

 組合員の緊急連絡先リスト
はパソコンダウンでも情報把
握出来るか？ 

☑ はい 
 

 既に完備されている。パソコン
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ、主要な部分のペーパ
ー化、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載。 

事務局長 実施済み 

□ いいえ 
 

 緊急時に事務局以外の場
所に、事務局業務の実施に
必要なデータのバックアップ
をとっているか？ 

□ はい 
 

 中央会等に協力頂いて勉強
会等を開き、今後どうしていくか
を検討する。 

理事会 

事務局長 

 １年以内
を目途に
実施できる
よう検討 ☑ いいえ 

 

 緊急時に情報を発信、組合
員等の情報を収集する手段
（ホームページ等）を整備して
いるか？ 

☑ はい 
  ホームページの更新 

 Facebook グループを作成
し、組合員等の情報手段として 

整備する。 

理事会 

事務局長 

実施済み 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
を随時更
新 □ いいえ 

 

 

 

 

 

【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 
 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

 緊急時に組合員の事業継
続・復旧に必要な資金を準
備しているか？ 

□ はい 
 

 現実的には難しく、今後の課
題。 

  

☑ いいえ 
 

 緊急時に活用できる公的資
金（融資、保証 等）を把握し
ているか？ 

□ はい 
 

 中央会等に協力頂き、勉強
会等を開催して、組合員全体
の知識を高める。 

  

☑ いいえ 
 

 

③ 経営資源（情報）への事前対策 

④ 経営資源（金）への事前対策 
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【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 
 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

 組合員の規模・施工能力
（従業員数、重機等の保有
状況等）の把握は出来ている
か？ 

☑ はい 
 

 全組合員にアンケートを取り
（2015/07/09）、集計する。 

理事会 実施済み 

□ いいえ 
 

 守山市の応急復旧作業時
の経費負担、および補償につ
いての取決めが出来ている
か？ 

☑ はい 
 

 守山市と「上水道施設災害応
急復旧作業に関する協定書」を
結んでいる。 

理事長 実施済み 

□ いいえ 
 

 協定に基づく他市町への応
援可能者（技術者）、応援可
能重機材、車両等は把握し
ているか？ 

☑ はい 
 

 応援可能者（技術者）、応援
可能重機材、車両を把握してい
る。 

 理事長
（県管連・
湖南連協 

実施済み 

□ いいえ 
 

 資材類（給水装置類）を組
合で備蓄しているか？ 

☑ はい 
 

 水道会館の倉庫に、修繕に必
要な最低限の資材を確保して
いる。 

理事会 

（規正委員会） 
実施済み 

□ いいえ 
 

 資材類（管類、栓類、継手
類、ボックス類など）の調達は
できるか？ 

☑ はい 
  「上水道施設災害応急復旧

作業に関する資機材優先調達
協定書（管材料等）」を締結して
いる。 

（平成９年２月 20 日に締結） 

理事長 

実施済み 

（マルゼン
㈱、 ㈱大
洋） □ いいえ 

 

 機材類（車両、掘削機械、
配管工具類、切管工具類、
保安設備類等）の調達はでき
るか？ 

☑ はい 
  「上水道施設災害応急復旧

作業に関する資機材優先調達
協定書（掘削機械等）」を締結
している。 

（平成９年２月 20 日に締結） 

理事長 

実施済み 

（㈱川嶋機
械、大喜産
業） □ いいえ 

 

 停電時に対応できる発電機
の調達はできているか？ 

□ はい 
 

 今後、機種を検討して確保す
る。 

総務委員
会正副委

員長 
 

☑ いいえ 
 

 災害時に必要な物資（非常
食、水、毛布等の防災グッ
ズ）は調達できているか？ 

□ はい 
 

 今後、必要な物資を検討して
順次調達する。 

総務委員
会正副委

員長 
 

☑ いいえ 
 

 プロパンガスの確保・ごみ処
理対策はできているか？ 

□ はい 
 

 今後、必要な対策を検討して
順次対応する。 

総務委員
会正副委

員長 
 

☑ いいえ 
 

⑤ 共同事業の事前対策 
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５ 組合員の事業継続に係る事前対策 

 

 (1) 組合員の事業継続に係る事前対策の検討 

地震等の災害発生により、万が一組合員が被災し業務が停止しても、組合内

もしくは他の組合の企業間で業務を代替し、組合員が事業活動を継続できるよ

うにする。 

 

 ① 【ステップ１】 組合員の現状把握 

組合員名 重要事項 
代替方法の 

必要性 
必要な代替方法 

（代替生産、代替調達 等） 

第１班（南地区） 
 水道管工事、漏水 

工事 

☑ 必要 

□ 不要 

 人（技術者等）とモノ（機材等）が不

足した場合には、各班の組合員の相

互扶助により足りない資源を補い、工

事を行う。 

第２班(北地区) 
 水道管工事、漏水 

工事 

☑ 必要 

□ 不要 

 人（技術者等）とモノ（機材等）が不

足した場合には、各班の組合員の相

互扶助により足りない資源を補い、工

事を行う。 

組合本部 
 市からの被災情報

連絡 

☑ 必要 

□ 不要 

 電話等が不通になった場合には、

職員がバイク、自転車または徒歩で

情報連絡を行う。 

  
□ 必要 

□ 不要 
 

  
□ 必要 

□ 不要 
 

  
□ 必要 

□ 不要 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 ② 【ステップ 2】 代替先の検討 
 

 ③ 【ステップ 3】 災害発生時の情報集約・調整 

組合内企業 
組合外の企業、他の

組合 

 被災状況 
（人、物、情報 等） 

代替方法への対応状況 

 組合内企業 

 他市町村の管工

事業協同組合（ただ

し、守山市を介して） 

  断水等の被災状況や組

合員やその家族の被災状

況 

 バイク、自転車や徒歩
で情報を集める。 

(＊参考)守山市、草津市、栗東市、野洲

市「災害時における相互応援・連携基

本協定」 

（平成 17 年 7 月 1 日に締結） 

 
 罹災他市町への応援、

規模、時期、内容情報統

合 

 通信の代替手段を活
用する。 
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６ 緊急時の体制 

 

 (1) 緊急時の統括責任者 

地震等の災害発生により、緊急事態となった際の統括責任者、代理責任者及

びそれを支援する組合員は以下のとおりとする。 

 

統括責任者の役割 統括責任者 
代理責任者

① 

代理責任者

② 

■ 緊急時の対応に関する重要な意思決定 

及び指揮命令 （組合事務局） 
理事長 専務理事 総務委員長 

 

■ 緊急時の対応に関する重要な意思決定 

及び指揮命令 （組合事務局の支援） 
 守山市 

 

 

 統括責任者が意思決定及び指揮命令すべき緊急時の対応の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 職員の安否確認 

■ 重要業務に係る代替要員の確保 

■ 什器・棚等の復旧 

■ 代替事務所の確保 

■ 情報発信・収集手段の確保 

■ 資金調達手段（公的資金 等）の確保 

■ 共同事業に係る代替方法の実施 

等 

支援 

■ 組合員の被災状況の把握 

■ 組合内での代替の調整 

■ 他組合との連携の調整 

等 

組合の重要業務継続のための対応 組合員の事業継続のための対応 
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 (2) 緊急時の組合全体の対応能力 

① アンケートの実施 

 「組合員の重機等の保有状況の把握は出来ているか？」は下記のようにア

ンケートを実施した。（調査票とその結果） 

 調査実施日 ： H.28 年・H30 年は９月である。 

 
協定に基づく他市町（罹災市町）への応援可能の人員・機械設備等は、この表を活用する。 
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② アンケートの集計結果 

 

Ｑ．組合の構成員 

配管等の免許所有者 従業員 事務員等 
合 計  

うち掘削機械

運転可能者 正社員 非正社員 正社員 非正社員 正社員 非正社員 
 

79 人 ３人 21 人 ５人 35 人 ７人 150 人 
 

48 人 

＊ 組合の構成員数には代表者含む 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．組合員保有の保有車両 

ダンプトラック トラック バン・ワゴン クレーン車 

軽 ２ｔ ３ｔ以上 軽 １～４ｔ 資材器具搭載用 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 

10 台 14 台 ６台 15 台 ６台 32 台 ２台 

 

 

Ｑ．組合員保有の掘削機械等 

掘 削 機 械 積込機械 

バックホウ 

0.1 未満 

バックホウ 

0.1 

バックホウ 

0.2 

バックホウ 

0.25 以上 

ホイールロー 

ダー等 

26 台 12 台 ３台 ４台 ４台 

17.3％ 

90.0％ 

10.0％ 

32.0％ 68.0％ 

54.7％ 
28.0％ 
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Ｑ．組合員保有の破砕機械等 

破砕機械（ﾌﾞﾚｰｶｰ） 小型破砕機械 コンプレッサー 

エンジン付き エアータイプ 電動ピック・チッ 破砕機械等 

（軽易な破砕機） （軽易な破砕機） パー等 に使用 

４台 ３台 47 台 ２台 

 

 

 

Ｑ．組合員保有の転圧機・発電機 

転圧機 発電機（小） 発電機（大） 

プレーと等 ランマ等 振動ローラー ポータブル 
10KVA 以上 

小型機種 中型機種 等大型機種 タイプ 

19 台 16 台 １台 24 台 ２台 

 

 

 

Ｑ．組合員保有の水中ポンプ・切断機 

水中ポンプ 切断機械 

２インチ以下 
アスファウト エンジンカッター 電動カッター 

カッター （パイプ切断等） （パイプ切断等） 

37 台 13 台 ８台 19 台 

 

 

 

Ｑ．組合員保有のその他機械等 

投光器 穿孔機 測量機器 給水タンク 

手持ち式 三脚式 水道管用 レベル測定器等 容量 500ℓ 容量 200ℓ 

54 台 29 台 20 台 25 セット 12 台 11 台 

 

 

 

Ｑ．配水管（本管）工事の施工可能組合員数 

配水管（本管）工事施工可能 

組合員数 

11 組合員 
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 (3) 緊急時の対応要領 

 

 緊急時（上水道施設修繕業務を含む）には、早急な対応が必要であり、そのた

めの要領を下記のように定め、その規定により断水を早期に解消するものとする。 

 

 

 上水道施設修繕業務の対応要領を次のように定める。 

 

  平成 30（2018）年６月 12 日 

守山市管工事業協同組合 理事長 

 

   上水道施設修繕業務の対応要領 

 

 （趣旨） 

１ この要領は、給配水管や空気弁の老朽化等に起因する漏水および工事による破

損等（以下「漏水等」という。）の修繕時には早急な対応が必要となるため、この

要領を定める。漏水等の事態においては、断水時間の短縮や道路通行制限を早期

に開放することが求められ、そのことが市民の安全と平穏な日常生活を確保する

ことに繋がる。守山市管工事業協同組合（以下「組合」という。）が緊急な修繕等

を早期に施工することこそ、組合の設立意義の最も重要な一つであるため、この

要領を定め、修繕対応を万全な態勢に確立しておくものとする。 

 （組合員の対応精神） 

２ 全組合員は、定款に規定している組合の目的である「相互扶助の精神」を基本

とすることを念頭に、修繕等に対応するものとする。 

 （通常修繕時の対応） 

３ 漏水等の修繕が必要となったときの組合員への出動要請等は、次により対応す

るものとする。なお、増員、修繕材料の確保、掘削機械・ダンプトラック・水中

ポンプ・転圧機などの機械類の調達、舗装カッター、交通整理員の手配等（以下

「人員資機材の手配等」という。）の状況については、組合と守山市上下水道事業

所職員（以下「市職員」という。）とが連絡を密にして、修繕情報を共有すること

とする。 

(1) 通常の漏水等の対応は、次の各号によるものとする。 

① 通常の１か所の漏水等は、当番組合員が主となり、人員資機材の手配等を

行う。 

② 前号において修繕等の内容が本管等で技術的に当番組合員のみでは困難と

判断した時は、人員資機材の手配等は当番組合員が主となり、次週の予備班

に応援要請する。 

③ 前号の予備班でも対応できない場合は、その旨を修繕業務事務担当職員（以

下「事務担当職員」という。）に連絡し、事務担当職員が組合役員（対応可能

な組合員を含む。以下「役員等」という。）に応援要請する。 
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(2) 前項で事務担当職員で手配できない場合は、次の各号によるものとする。 

① 事務担当職員で手配できない場合は、事務局長に連絡し、事務局長が応援

要請を行う。ただし、事務局長が所用で対応できない場合は、事務員または

事務担当職員が対応する。事務局長、事務員および事務担当職員（以下「事

務局長等」という。）は、24 時間 365 日対応とする。 

② 前号の対応手法として事務局長等は、まず理事長および規正委員会正副委

員長の携帯電話へ連絡した後、役員等へ携帯電話の LINE 等（Email、SMS 等

含む。）で出動要請する。 

③ 前号で LINE 等を受けた役員等は、出動可能な人員資機材を LINE 等で返信

する。この場合、少なくとも１名は出動可能となるよう会社内で調整する。

ただし、社長および作業員全員が遠方に居る場合等で、やむを得ず１名も出

動できない場合においてもその旨を返信する。 

④ 前号で返信を受けた事務局長等は、修繕に必要な数の人員資機材を市職員

と調整の上、出動依頼役員等に要請する。出動要請を受けた者は、市職員お

よび当番組合員の指示を受け、修繕等の業務を行う。 

⑤ 事務局長等は、前号の調整結果等の状況を、役員等に LINE 等で連絡する。 

(3) 修繕に要する作業が長時間に亘り交代要員が必要となった場合は、前項第４

号により調整して交代要員を依頼する。 

 （複数漏水等の対応）  

４ 複数の場所で漏水等が発生した場合は、２班以上の体制が必要となるが、前項

と同様の対応とする。 

 （非常事態対応） 

５ 漏水等や濁水が大規模となった場合で市職員から出動要請があった時は、理事

長は非常事態であることを宣言し、ＢＣＰと災害本部体制により、全組合員に出

動要請する。 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成 30（2018）年６月 12 日から施行する。 

 



 

24 

 

７ 事業継続計画（ＢＣＰ）の運用 

 

 (1) ＢＣＰの周知・定着 

ＢＣＰの重要性や進捗状況等を組合内に周知するため、定期的に組合員に対

して、以下の周知・定着活動を実施する。 

 

周知・定着活動 

誰が？ 何をする？ 
いつ？もしくは 

どのくらいの頻度で？ 

理事会 

 組合員や職員に対して、ＢＣＰの進捗状況

や問題点を説明する。 

（朝礼、総会、総代会 等） 

毎年１回以上 

理事会 
 組合員と共同で策定したＢＣＰの訓練を実

施する。 

毎年１回以上 

（市の防災訓練時に実施） 

 
 

 
 

 

 (2) ＢＣＰの見直し 

ＢＣＰの実効性を確保するため、以下の基準に基づきＢＣＰの見直しを行う。 

 

ＢＣＰを見直す基準 

■ 組合事務局の人員入れ替え時、組合員の入会・脱退、組合員が取り扱う商品・サ

ービスの変更・追加等があった場合や、ＢＣＰ訓練により策定したＢＣＰの問題点が把

握された場合は、ＢＣＰを見直す必要があるか検討を行い、その必要があれば即座に

見直す。 

■ 毎年 1 回以上、事前対策の進捗状況や問題点をチェックし、必要に応じてＢＣＰを

見直す。 

■ 災害時の復旧作業において、組合員別の人員・資機材等の保有数を正確に把握

しておくことが重要であるため、必要に応じ、その調査を実施してＢＣＰを更新する。 
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８【参考】金融支援の例 

 

種類 制度名 受付主体 

融資・ 

保証・ 

共済 

・ 防災対策支援貸付制度 

・ 災害復旧貸付 

守山商工会議所 

商工組合中央金庫 

・ 社会環境対応施設整備資金 日本政策金融公庫 

・ セーフティネット保証 信用保証協会 

・ 県単低利融資制度 県 

・ ＢＣＰ策定等を支援するローン 民間金融機関 

・ 中小企業倒産防止共済 

・ 小規模企業共済 

・ 災害復旧高度化事業 

 守山商工会議所 

 中小企業基盤整備

機構 

保険 

・ 地震ＢＣＰ補償保険 

・ 利益保険 

・ 店舗休業保険 

守山商工会議所 

民間保険会社 
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９【参考】上水道施設災害応急復旧作業に関する協定書（写） 
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10 更新履歴（計画の見直し、変更） 

(1) 第１回更新（平成 28 年 12 月）の更新内容 

① アンケート調査を実施 

 組合員の技術者や重機等の保有状況の把握について、実態を把握するため

に再度アンケートを実施した。そのため、計画書を次により修正した。 

ア ６・(2)・①の調査票の様式、および調査結果を掲載した。 

イ 同上②の調査結果の数値を修正した。 

ウ 同上②の円グラフについて、数値の割合（％）を記載した。 

② ７・(2)のＢＣＰを見直し項目に、「災害時の復旧作業において、・・・更新

する。」を追記した。 

 

(2) 第２回更新（平成 29 年 12 月） 

① ６・(2)の基本方針中に、組合員が被災した時を追記。 

② ３・(1)に啓発事業（水道週間の啓発活動）を追記。 

③ ３・(2)・⑤の被害想定中、ウに落雷による被害、エに給配水管の老朽化に

伴う漏水修繕対策、オに地震災害時の弁操作対策を追記、防災訓練参加時の

写真を掲載した。そのため、以下の項目を繰り下げた。 

④ ４・(1)・⑤の共同事業の事前対策に、停電時の対応、災害時の防災グッズ

の調達、プロパンガスの確保・ごみ処理対策を追記した。 

⑤ 10 の更新履歴を追記した。 

 

(3) 第３回更新（平成 30 年 12 月） 

① アンケート調査を再実施 

 組合員の技術者や重機等の保有状況の把握について、実態を把握するため

に平成 30 年９月現在の数値の再度アンケートを実施した。そのため、計画書

を次により修正した。 

ア ６・(2)・①の調査票の再調査結果を掲載した。 

イ 同上②の調査結果の数値を修正した。 

② ６・(3)の緊急時の対応要領を追記した。 

 


